
１０ 食物アレルギー対応について 

  食物アレルギーの症状を有する児童は、下記のフローチャートに基づいて対応しています。『保育所にお

けるアレルギー疾患生活管理指導表』及び『アレルギー対応食実施申請書』が必要となります。 

＜食物アレルギー対応のための手順フローチャート＞ 

施設長・主任保育士 

・アレルギーの症状・原因食物の把握 

調査面談票（様式１） 

・保護者の意思確認・実施に向けての説明 

医師の診断 

・生活管理指導表（様式２）、アレルギー対応食実施申請書 

（様式３）、アレルギー緊急対応薬預かり書（様式４）の提出 

※解除時「アレルギー対応食解除申請書」（様式９） 

施設長･主任保育士･担当保育士･（栄養士） 

・提出された、保育所における生活管理指導表とアレルギー対応食実施

申請書、アレルギー緊急対応薬預かり書の確認（保育課への提出後、

保育所で保管） 

施設長･主任保育士･担当保育士･調理員（栄養士） 

・給食対応範囲の説明 

共通理解を図った上で、最終的に対応方法を決定 

・緊急時の対応の確認 

緊急時の対応票（様式５）を作成 

担当保育士 

・献立予定表の配布（別紙４） 

保護者が喫食不可能な食品・献立をチェックする 

施設長・主任保育士・担当保育士・調理員 

・アレルギー会議 

会議で保護者から提出された献立予定表の内容を確認し、決定した 

内容を保護者へ配布 

調理員等 

 

施設長・主任保育士・担当保育士・調理員 

 

主任保育士・担当保育士・（栄養士） 

 

 

施設長･主任保育士･担当保育士･調理員･(栄養士) 

 

※「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」の評価に基づき、医師の診断をうけ「保育所におけるア

レルギー疾患生活管理指導表」（様式２）と、「アレルギー対応食実施申請書」（様式３）を施設長（保育課）

へ 1年に 1回以上提出する。 

 

 

１ 保護者との面談 

２ 保護者からの申し込み 

３ 保護者との面談 

５ 献立の対応についての確認 

 

６ 調  理 

７ 検食・配食 

８ 指導・見守り 

９ 実施状況確認 

関係職員との協議 

４ 保護者へ献立予定表の配布 


